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【
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
？
】 

 

国
税
の
税
務
調
査
な
ど
で
申
告
漏
れ
な
ど
の
指
摘
を
さ
れ
た
企

業
や
個
人
は
、
処
分
に
不
服
が
あ
れ
ば
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日

の
翌
日
か
ら
３
カ
月
以
内
に
（
１
）
「
税
務
署
長
等
に
対
す
る
再

調
査
の
請
求
」
か
（
２
）
「
国
税
不
服
審
判
所
長
に
対
す
る
審
査

請
求
」
の
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
（
１
）
に

よ
り
決
定
し
た
処
分
に
な
お
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
決
定
の
通

知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
以
内
で
あ
れ
ば
（
２
）
を
行

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
（
２
）
に
よ
っ
て
裁
決
さ
れ
た
処

分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
、
裁
判
所
に
「
訴
訟
」
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
税
務
署
長
等
が
行
っ
た
処

分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、（
１
）
や
（
２
）
を
経
る
な
ど
し

て
最
終
的
に
訴
訟
と
な
り
ま
す
。 

近
年
の
訴
訟
で
は
、
東
京
国
税
局
か
ら 

約
３
９
９
５
億
円
の
申
告
漏
れ
を
指
摘 

さ
れ
た
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
持
ち
株
会
社
が
、 

国
に
約
１
２
０
０
億
円
の
課
税
処
分
取 

り
消
し
を
求
め
た
訴
訟
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
訴
訟
は
今
年
２
月
に
Ｉ
Ｂ
Ｍ
側
の 

主
張
が
認
め
ら
れ
て
課
税
処
分
が
取
り
消
し
に
な
り
ま
し
た
。 

国
税
庁
の
発
表
に
よ
る
と
処
分
を
不
服
と
し
て
裁
判
で
争
う
件

数
は
平
成
二
十
四
年
度
３
４
０
件
、
平
成
二
十
五
年
度
２
９
０

件
、
平
成
二
十
六
年
度
２
３
７
件
と
年
々
減
っ
て
い
る
よ
う
で
、

平
成
二
十
七
年
度
は
２
３
１
件
と
平
成
十
六
年
度
５
５
２
件
の

半
分
以
下
で
し
た
。
減
少
の
背
景
に
は
、
税
務
調
査
の
ル
ー
ル
が

明
確
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

いつもお世話になります。吊るされた柿

を見て秋を感じるのと同時に韓国の民話 

「トラより怖い干し柿」を思い出します。

オチをいうと日本の饅頭怖いと似ていま

す。お正月に祖母が干し柿を食べながら孫

たちに面白可笑しくしてくれたトラと干し

柿のお話。祖母と過ごしたゆる～い時間は、

とても幸せで大切な思い出、宝物です。 

 李です。秋も深まりふぐが美味しいシーズンです。湯引きにてっさ、鍋は定番メ

ニュー。ここ最近、ハマっているのが写真の焼ふぐです。下味をつけたふぐの身

を炭火でじっくり焼いて頂きます。七輪から目が離せません。ふぐ自体が美味し

いのに炭で焼いたらご想像の通り、絶品です。元々私みたいに魚があまり好きじ

ゃない人でもこの焼ふぐに惚れること間違いなしです。と言いながらもどれも美

味しいので、どの定番メニューも外すことは出来ず、腹具合といつも相談です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【答えは心の底にある】 

 

「分かりました」と言いながら、ちっとも分かっていない人。 

歌の文句のようですが、このような人はたくさんいます。商売を

していればよくお分かりでしょう。本人に悪気はありません。な

ぜならその場では分かったつもりでいるからです。ところが実際

にはほとんど忘れてしまうので、結局また同じことを伝える羽目

になります。本人に問題がある場合もありますが、「分かったつも

り」は誰にでも起こることなのです。もちろん自分自身が「ちっ

とも分かっていない人」になっていることもあるでしょう。 

さて、次の問いは行動変化を起こすための研修で使う手法です。 

●聞いたことは（  ） 

●見たことは （  ） 

●やったことは（  ） 

（  ）には「分かる／身に付く・覚えている・忘れる」のどれ

かが入ります。正解は、「聞いたことは忘れる」「見たことは覚え

ている」「やったことは分かる／身に付く」です。では、「（  ）

ことは使う」の（  ）にはどんな言葉が入るでしょうか。「ふ（腑）

に落ちる」の「腑」とは「心の底」のこと。口でいくら「分かり

ました」と言っても、心の底で納得しないとふに落ちないようで

す。それでは、心の底で納得するためにはどうしたらいいのか。

その答えが「（  ）ことは使う」につながります。「気付いたこ

とは使う」もしくは「発見したことは使う」。要するに、自分で見 

付けたことは自ら行動に移すというこ 

とです。自分で見付けたから忘れにく 

く、忘れないから使うという単純な原 

理ですが、そこには「自分で気付いた」 

という喜びがあることを見逃してはい 

けません。自分で答えを見付けた喜び 

が行動の第一歩になるのです。自分で

考えなくてもすぐに答えが手に入る便利な時代ですが、それが行

動に結びついていなければ、その答えにあなたは納得していない

のかもしれません。まずは自分自身や目の前の商売を振り返って

みてください。あなたはその答えに心の底で納得していますか？ 

【今月の教えてキーワード：健康経営】 

 
「
従
業
員
の
健
康

が
会
社
の
経
営
に

も
効
果
を
も
た
ら

す
」
と
い
う
考
え
方

の
こ
と
。
経
済
産
業

省
で
は
「
従
業
員
等

の
健
康
管
理
を
経

営
的
な
視
点
で
考

え
、
戦
略
的
に
実
践

す
る
こ
と
」
と
し
て

い
る
。
従
業
員
の
医

療
費
が
減
れ
ば
、
い

ず
れ
は
企
業
が
負

担
す
る
健
康
保
険

料
の
減
少
に
つ
な

が
る
だ
け
で
な
く
、

生
産
性
の
向
上
や

企
業
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
も

期
待
で
き
る
。
経
産

省
と
東
京
証
券
取

引
所
は
共
同
で
、
健

康
経
営
に
関
す
る

優
良
企
業
を
「
健
康

経
営
銘
柄
」
と
し
て

選
定
し
公
表
し
て

い
る
。 

日本人男性の平均的な生涯労
働時間は 9.5万時間にも及ぶとい
うデータがあります。平均寿命を
80歳として、20歳から 60歳まで
の間に 1日約 9時間の労働を週休
2日で続けると 9.5万時間です。 
今では当り前の週休 2日。昔は週
休 2日ではなく、上司が残ってい
るから帰りづらいと残業するケ
ースが殆どだったとか。現代はい
ろいろな選択肢があります。無駄
に時間を遣うのではなく後悔し
ない人生を送りましょう！ 

【毎年恒例・忘年会のご案内】 

今年もクライアント様ご招待

の大忘年会を開催致します。 

皆様お口が肥えた方ばかりな

ので、お店選びにいつも気を 

遣うというのが本音(^_^;) 

一年に一度、馴染みのメンバー

で飲んで食べて無責任に楽し

んで頂けたらと思います。 

 

12月 2日(金)18時 30分～21時 

場所 四川料理芙蓉苑 

中央区島之内 1-18-8 

 

 

 

 


